
住宅用家屋証明申請時の必要書類（磐田市） 

■ 交付手数料は１通１，３００円です。（第５条） 

■ 住宅用家屋証明が必要な場合は、証明申請書（様式第１号）提出時に下記の書類をお持ちください。 

□新築住宅（個人が新築した家屋）               □建築日から１年以内 

ﾁｪｯｸ 書     類     名 備   考 

□ 

□ 登記申請書（登記印があるもの） 
□ 登記完了証（建築年月日の記載があるもの） ※１ 
□ 登記事項証明書 ※１ 
□ 登記済証 （＝登記識別情報通知）※１ 
□ 登記申請書（登記印なし）と登記完了証（建築年月日

記載なし） 

いずれか 

裏面※１参照 

□ □ 住民票（未入居・地番相違の場合は以下も必要）  

□ 
□ 申立書（□ 未入居・□ 地番相違）※所有者作成 
□ 入居見込み確認書（□ 未入居）※宅建業者作成 

転入・転居手続きが済んでいな

い場合や住民票住所と家屋所

在地が異なる場合に要 

□ □ 認定通知書（□ 長期・□ 低炭素） 
認定長期優良住宅または低炭

素建築物である場合に要 

□ 耐火又は準耐火建築物、低層集合住宅、抵当権設定 ※２ 該当する場合（裏面※２確認） 

□ 
建築確認申請書（第１面～第５面）、配置図、仕上げ表（内

部）、平面図、立面図、断面図、矩計図、建具表 
裏面※３ 

 

□建売住宅（個人が取得した建築後使用されたことのない家屋）  □取得日から１年以内 

ﾁｪｯｸ 書     類     名 備   考 

□ 

□ 登記申請書（登記印があるもの） 
□ 登記完了証（建築年月日の記載があるもの） ※１ 
□ 登記事項証明書 ※１ 
□ 登記済証 （＝登記識別情報通知）※１ 
□ 登記申請書（登記印なし）と登記完了証（建築年月日

記載なし） 

いずれか 

裏面※１参照 

□ 
□ 売買契約書 
□ 売渡証書 
□ 登記原因証明情報 

いずれか１通 
ただし、家屋の取得日につい

て記載があるもの 

□ □ 代金納付期限通知書 競落物件の場合のみ要 

□ 
□ 家屋未使用証明書 

□ 建築後使用されたことのない家屋である旨の証明書 
いずれか１通 

□ □ 住民票（未入居・地番相違の場合は以下も必要）  

□ 
□ 申立書（□ 未入居・□ 地番相違）※所有者作成 
□ 入居見込み確認書（□ 未入居）※宅建業者作成 

転入・転居手続きが済んでいな

い場合や住民票住所と家屋所

在地が異なる場合に要 

□ □ 認定通知書（□ 長期・□ 低炭素） 
認定長期優良住宅または低炭

素建築物である場合に要 

□ 耐火又は準耐火建築物、低層集合住宅、抵当権設定 ※２ 該当する場合（裏面※２確認） 

□ 
建築確認申請書（第１面～第５面）、配置図、仕上げ表（内

部）、平面図、立面図、断面図、矩計図、建具表 
裏面※３ 
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□中古住宅（個人が取得した建築後使用されたことのある家屋）  □取得日から１年以内 

ﾁｪｯｸ 書     類     名 備   考 

□ □ 登記事項証明書 ※１ 下記※１参照 

□ 
□ 売買契約書（建物価格の記載があるもの） 
□ 売渡証書（建物価格及び増改築の場合は売買価格の記載があるもの） 

□ 登記原因証明情報 

いずれか１通 
ただし、家屋の取得日につい

て記載があるもの 

□ □ 代金納付期限通知書 競落物件の場合のみ要 

□ □ 住民票（未入居・地番相違の場合は以下も必要）  

□ 
□ 申立書（□ 未入居・□ 地番相違）※所有者作成 
□ 入居見込み確認書（□ 未入居）※宅建業者作成 

転入・転居手続きが済んでいな

い場合や住民票住所と家屋所

在地が異なる場合に要 

□ □ 耐火又は準耐火建築物、抵当権設定 ※２ 該当する場合※２確認 

□ 

□ 耐震基準適合証明書（当該家屋取得日の前２年以内に当該証明の

ための家屋調査が終了し、租税特措法施行令第 42 条第１項の記載が

あるもの） 

□ 住宅性能評価書（当該家屋取得日の前２年以内に評価されたもの

で、耐震等級が１、２又は３であるもの） 

□ 保険付保証明書（既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結され

ていることを証する書類で、当該家屋取得日の前２年以内に締結された

もの） 

・S56 年 12 月 31 日以前に建築

された家屋の場合はいずれ

か１点必要 
・S57 年１月１日以降に建築さ

れた家屋の場合は不要 

□ 
□ 増改築等工事証明書 

(給排水管の修繕を実施した場合には上段の保険付保証明書も必要) 

特定の増改築がされた中古の

住宅用家屋について証明を受

けようとする場合に要 

□ 
建築確認申請書（第１面～第５面）、配置図、仕上げ表（内

部）、平面図、立面図、断面図、矩計図、建具表 
特定の増改築がある場合のみ 
下記※３参照 

※１ インターネット登記情報提供サービスにより取得した場合は、照会番号及び発行年月日が記載された

ものが必要です。また、土地家屋調査士と司法書士が、ネットで登記完了証または登記事項証明書を取

得し書類添付した場合は、その取得した書面に土地家屋調査士又は司法書士の記名押印が必要です。 

※２ 耐火・準耐火建築物、低層集合住宅、抵当権設定の場合 

□ 耐火建築物 

□ 準耐火建築物 

□ 確認済証と検査済証 

□ 設計図書  

□ 建築士（耐火建築物の場合、木造

建築士を除く）の証明書 

いずれか１通 

ただし、登記事項証明書、登記

完了証または登記済証でこれら

の建築物に該当することが明ら

かなときは不要 

□ 低層集合住宅 □ 認定書 該当する場合 

□ 抵当権設定 

□ 金銭消費貸借契約書 

□ 債務の保証契約書 

□ 登記原因証明情報  

いずれか１通 
ただし、抵当権設定に係る債権

が当該住宅の新築等のためのも

のであることを確認できる書類 

※３ 建築確認申請書の提供について 

    新増改築家屋の固定資産評価算定のため、家屋調査を実施します。正確に建築物を把握し、適正な評

価を行うために建築確認申請書が必要です。 

つきましては、住宅用家屋証明書の交付申請の際に建築確認申請書等をご用意いただくこと及び当市

がその複写を行うことに御理解御協力をお願い申し上げます。 

【問い合わせ先】     磐田市企画部 市民税課 諸税管理グループ 

             電話 ０５３８－３７－３７６７ FAX ０５３８－３３－７７１５ 


